
�

議 会 だ よ り���������������

������������

「
部
分
林
買
上
げ
に
係
る
請
願
書
」提
出
さ
れ
る

〜
広
野
町
部
分
林
協
議
会
が
町
に「
部
分
林
」の
買
上
げ
を
請
願
〜

請願趣旨（抜粋） 

　契約50年満期をむかえた私たち広野町部分林協議会は、ある

契約団体において広野町公有地貸付ならびに部分林設定規則に

より公売すべきとの声がありました。

　しかし、平成８年樹齢40年の箒平部分林買上げを前例に、本

町の水源地保全、環境対策として保全すべきであり、仮に時代

に逆らった部分林の処分をした場合、その後の地ごしらえ、植

栽維持管理に１ヘクタール当たり134万4,400円が必要となり、

330ヘクタールの契約面積から膨大な金額になります。

　協議会としては、これまで大切に育てた先人のご労苦に感謝

し、部分林を町民の財産として未来永ごう維持していただきた

く、第三者機関による評価のもと、広野町による買上げを請願

いたすものであります。

広野町公有林野管理条例広野町公有林野管理条例

（部分林）（部分林）

第４条第４条　部分林は収益を分収するものとして、その契約期間は　部分林は収益を分収するものとして、その契約期間は5050年以内年以内

として文書をもって契約する。ただし当該林の経営上契約者相互の協議にとして文書をもって契約する。ただし当該林の経営上契約者相互の協議に

より各戸の持分を定めて管理経営することができる。より各戸の持分を定めて管理経営することができる。

第５条第５条　部分林の分収率は人工林にあっては３町７民、天然造林にあって　部分林の分収率は人工林にあっては３町７民、天然造林にあって

は５町５民とする。は５町５民とする。 

広野町公有地貸付ならびに部分林設定規則広野町公有地貸付ならびに部分林設定規則

（収益分収率）（収益分収率）

第９条第９条　部分林の収益分収率は次のとおりとする。　部分林の収益分収率は次のとおりとする。

(1)(1)　人工造林にあっては森林収益の７分を契約者に交付する。　人工造林にあっては森林収益の７分を契約者に交付する。

(2)(2)　天然造林にあっては５分を契約者に交付する。　天然造林にあっては５分を契約者に交付する。

広野町公有林野管理条例

（部分林）

第４条　部分林は収益を分収するものとして、その契約期間は50年以内

として文書をもって契約する。ただし当該林の経営上契約者相互の協議に

より各戸の持分を定めて管理経営することができる。

第５条　部分林の分収率は人工林にあっては３町７民、天然造林にあって

は５町５民とする。 

広野町公有地貸付ならびに部分林設定規則

（収益分収率）

第９条　部分林の収益分収率は次のとおりとする。

(1)　人工造林にあっては森林収益の７分を契約者に交付する。

(2)　天然造林にあっては５分を契約者に交付する。
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委員会であいさつする鈴木紀昭委員長

部分林買上げに係る請願書
請 願 者　広野町部分林協議会　　紹介議員　門馬　巧
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広野町公有林野管理条例

（部分林）

第４条　部分林は収益を分収するものとして、その契約期間は50年以内

として文書をもって契約する。ただし当該林の経営上契約者相互の協議に

より各戸の持分を定めて管理経営することができる。

第５条　部分林の分収率は人工林にあっては３町７民、天然造林にあって

は５町５民とする。 

広野町公有地貸付ならびに部分林設定規則

（収益分収率）

第９条　部分林の収益分収率は次のとおりとする。

(1)　人工造林にあっては森林収益の７分を契約者に交付する。

(2)　天然造林にあっては５分を契約者に交付する。
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